
るこ とに より ， 高速度，高密度の列車運転の安全を保証するも

のであり，常用保安方式として日常使用してい る。

A. T.C. が行なう速度制御は， 210km/h (旅客列車最高速度) ，

160km/h (速度逓減， 急曲線速度制限)， 1l0km/h (急曲線速度

制限)， 70km/h (分岐務分岐側速度制限， 徐行運転) ， 30km/h (最

終速度段階)， 0 (停止)の 6 段階にな っ てい る。

A. T. C の信号現示は， A. T. C. の術示する運転速度を，その

まま信号現示の名称 と し， 210 僧-ij; ， 160 信号， 110 信号， 70 信

号， 30 信号 と呼ぶほか， 停止信号な現示する ようになって い る。

図-1 A.T.C 信号の指示速度
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速度制御式によ り停車場中聞を， 210 信号の現ff，により運転

している列車は， 図 - 1 に示す ように， 先行列車に接近すると

160 信号が現示され，そのときの速度が 160km/h より高レ場合

は， 自動的にブレーキが作用し，減速され， その速度が 160km/h

以下に低下すると，ブレーキは自動的に緩解す る固 さらにその

列車が先行列車に接近すると， 信号 現示は 160 信号から 30 信号

に変わり ，自動的にブレーキが作用し速度を 30km/h 以下に低

下させ る。 この場合，列車の速度が 30 km/h 以下になっても，

ブレー キは日動的には緩解しない装置にな っているので，運転

士が 30 km/h 以下の速度になったことを確認して確z認級レを行

ない， ブレ キを緩解させることになっている。

さ らに先行列車に近づ くと ， 停止信 号がm示されるとともに，

常用 ブレーキが白動的に作用 し，列車は停止する。この場合の

停止信号は，軌道恒l絡による ものではな く ， 30 信号を受けて運

転している列車が，地上 f- ( P 点)を通過す る こ とに よ り 現示さ

れる。

ま た ， 停車場に停止する列車は，図ー2 に示す よう に停車場に

接近す ると， 210 信号から 160 信号に変わ り ， 停車場中間の場

合と同憾の動作により ， その列車の速度は ， 160km/h 以下の速

凶 2 A. T. C 信り術革法度(ドり列 11':が小 IH原駅に停車する場合)
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度に低下するのであるが， その停車場に進入すると，分岐器の

分岐側の制限速度が 70km/h であるため， その列車の信号現示

は， 160 信号か ら 70 信号に変わり ， 自動的にプ レ キが作用し，

減速され，その速度が 70km/h 以下に低下するとブ レ ー キが 自

動的に緩解し， さらに進行してホームにさしかかる (B 点) と ，

信号現示は 30 信号に変わ り ， 自動的にプレーキが作用し， 減速

される。

こ の場合も停車場中間 と同様に，速度が 30 km/h に低下した

後， 運転士の確認吸いにより ブレーキを緩解さ せる。 その後は，

i運転土のプレー キ級レにより 停止位置に列車を停止させること

になってレる。 この場合，もし，運転士が停止する操「ドを誤っ

て停止位置を行き過ぎたときは， A.T.C. に停止信号が現示さ

れるとと もに ， 自動的に非常プ レ キが作用し，列車は停止す

る決健となっている。

2 代用保安方式 列車の運転に対して ， 速度背景l御式を施行

するこ と ができ ないと きに施行する方法を代用保安方式と L 、 う。

この場合の列車運転の安全を確保する方法として ， 復線運転の

できると きは検知式 1 線が不通となり単線運転をするときは

指導検知式， 停ギ場聞を分割して途中から折返し運転するとき

は， t日z草式を施行することになっ ている。 この方式により運転

する列車の保安を確保するため，停車場において列車の有無を

確認する * 列車検知l装置を，出発側の停車場お よ び到着側の停

車場にそれぞれ設け，この装置と装置と の間を列車検知区間と

呼んでいる。各停車場の信号敏所には，列車検知区間に列車の

ないことを表示する *開通確認燈を設けている。

代用保安方式を施行して運転する列車に対しては， 次のよう

な制限を与えている。

川運転速度

運転速度は，停車場開は，地上に設けた信号機 ・ 探議傾を確

必する必要のあること ， 運転士のみの操縦であること ， あるい

は，この方式による列車の運転は， まれである ことなどから ，

停車場中間は1l0km/h の速度を， 停車場内は 30km/h の速度

を，それぞれこえてはならないことになってレる。しかし， 指

滋検知式を施行している場合で，複線運転をする方向 と同方向

に列車を運転すると きで， A. T.C. を使用でき るときは， これ

の信号現示に従うこととし ， 1l0km/h 以下および 30km/h 以

下の速度制限は行なわなレこと にな っている。

(2) 通過列車の停止

停車場を通過する ことにな っ ている列車であっても，停車場

に停止するこ とになっている@

(3) 停車場外のし、ったん停止

列車を停車場に進入させるときは，運転士はその停車場の最

外方の *停止限界標識の手前に列車をいったん停止させ，地上

信号機または手信号に よ る進行信号の現示を確認して停車場に

進入することにな っている。 しかし指準検知式を施行してい る

場合で， 複線運転をする方向と同方向に A. T. C. を使用して列

車を運転するときは，この信号現示に従う こと にし，その列車

を停車場外にいっ たん停止させなくともよいこ主になっている。

(4) 出発指示合図

駅長は， 列車を停車場から出発させる とき運転士に対して，

その列車の出発する時機を指示する出発指示合図を行なうこと

になっている。

(5) A. T.C. が使用できないときの他の運転士または車掌の

同乗

A. T.C が使用できないときは，運転士は，他の運転士また

は車掌を運転室に同乗させる。この運転土または車掌は，緊急
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